
該当する項目にチェックをしてください。

※以下、□のどちらかの要件を満たす必要があります。

□

□

□

□

□

□

【提出書類】

□ □

□ □

□ □

□ □

□

□

□

□ □

□ □

□ □

町内在住者（当年１月１日以前より） 町外在住者

入居申込書 【様式第１号】 入居申込書 【様式第１号】

収入申告書 収入申告書 

入居申込補足調査(申告)書 入居申込補足調査(申告)書

同意書 同意書

身体・精神保健・療育手帳の写し 単身入居資格を確認できるもの

婚約証明書 その他、必要な書類

住民票謄本(続柄を記載)
＊入居予定者全員が記載されたもの

所得証明書
＊18歳以上の入居予定者全員(学生除く)

納税証明書(未納がない旨の証明書)

※以下は、必要に応じて提出ください。（町内、町外者共通）

入居申込者及び同居親族の収入が収入基準に適合する。（参考）

・家屋以外の建物に住んでいる

・倒壊の恐れなど、保安上危険な住宅に住んでいる。

・親族と同居している。

・親族以外の世帯と同居している。

・結婚したいが、住宅がない。

町営住宅入居資格チェックリスト（公営住宅）

入居申込者及び同居者が、暴力団員でない。

□

（該当する要件ををしてください。

同居親族がいる（婚約者を含みます。）

現在、住宅に困っている。

入居申込者及び同居親族の収入が収入基準を満たしている。

※以下、□のすべての要件を満たす必要があります。

□原子爆弾被爆者　　　□海外引揚者　　　□ＤＶ被害者

□戦傷病者手帳の交付を受けている方　　　□ハンセン病療養所入居者等

□知的障害者の方（療育手帳Ａ・Ｂ程度）　□生活保護受給者

□身体障害者の方（１～４級）　　　　　　□精神障害者の方（１～３級）

□６０歳以上（昭和31年4月1日以前に生まれている方を含む。

同居親族はいないが、下記のいずれかの要件を満たしている。

地方税等を滞納していない。

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生活保護受給者証明書 現在の家賃が確認できるもの



【収入月額判定】

（参考）

158,000 円／月以下

214,000 円／月以下

控除の種類と控除額（概要）

裁量階層世帯

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

入居者 所得額

知的障害者世帯

申込者本人が６０歳以上で、その同居者のいずれもが６０歳
以上または１８歳未満の方からなる世帯 

同居者に小学校就学前の子供がいる世帯 

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する
法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者などがいる世
帯

海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方
で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない
方がいる世帯。

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の
規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。 

戦傷病者手帳　特別項症から第６項症または第１款症

療育手帳Ａ級またはＢ級所持者のいる世帯

精神障害者保健福祉手帳１級または２級所持者のいる世帯

身体障害者手帳１級～４級所持者のいる世帯

小学校就学前の子供がいる世帯

ハンセン病療養所入所者世帯 

海外引揚者世帯

原子爆弾被爆者世帯

戦傷病者世帯 

精神障害者世帯

身体障害者世帯 

６０歳以上などの世帯

公的年金等所得者控除

障害者（一般）

寡婦控除

控除額控除区分

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

38 万円同居・扶養親族控除

合計所得額

老人扶養・特定扶養・寡婦・ひとり親・障害者(一般・特定)・給与・年金

合計控除額

対象者

収入月額＝（世帯の年間所得－控除合計額）÷１２

控 除 額控除の種類

一般世帯 

高齢者・子育て・障害者等（裁量階層世帯）

特定扶養親族控除

老人扶養控除

申込者を除く同居親族若しくは扶養親族の方

申込者本人又は同居親族で公的年金等に係る雑所得を有する方

障害者手帳３～６級

夫と死別若しくは離婚等により婚姻していない方

扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人

所得税法上の扶養親族で70 歳以上の方

ひとり親控除 35万円 現に婚姻をしていない人又は配偶者が生死不明などの方

給与所得者控除 10万円 申込者本人又は同居親族で給与所得を有する方

障害者（特別） 40万円 障害者手帳１、２級

10万円

27万円

27万円

25万円

10 万円


